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１ 検討委員会設置の目的



 １ʷ１ 設置の目的

 安全安心な水道水の供給を末永く続けていける水道料金のあり方を考え、

意見を交わし合うため、沼田市水道料金あり方検討委員会を設置します。

 １ʷ２ 検討委員会の位置づけ
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 １ʷ３ 検討委員会スケジュール（案）

・検討委員会設置の目的

・沼田市水道事業の概要
・水道料金のしくみ
・沼田市の水道料金
・財政収支見通し

・沼田市水道事業の課題

・水道事業会計のしくみ

・水道料金算定方法及び料金体系

・料金改定の基本方針

・料金改定シミュレーション

注）委員会の進捗状況やご意見等により変更になる可能性があります。

第４回 令和６年８月 ・料金改定パターン検討

第５回 令和６年９月
・第１回～４回まとめ、補足

・答申（案）決定

第１回 令和６年５月

第２回 令和６年６月

第３回 令和６年７月

検討委員会 開催年月 主な内容



２ 沼田市水道事業の概要



 ２ʷ１ 水道事業とは

 水道事業とは、一般の需要に応じて水道により水を供給する事業のことをいい

ます。

 表流水等の水源から取水した水を飲用に適する水に浄化して水道利用者へ供給

し、水道料金を主な収入として運営しています。

※イメージ図



 ２ʷ２ 沼田市水道事業の概要

※令和５年3月31日現在

 沼田市では、２種類の水道事業を運営しています。
 本委員会での検討対象は「沼田市上水道事業」です。

 沼田市簡易水道事業

 （市   営）２２区域

 （組合営）   ３区域

 小水道事業 ４区域

計画：31,180人

現在：21,454人

150.286km

水   源 ：２箇所

浄 水 場 ：１箇所

配 水 池 ：１箇所(４池)

高架水槽：２箇所(３塔)

   322.05km 
水   源 ：74箇所

浄 水 場 ：36箇所

配 水 池 ：86箇所

 沼田市上水道事業

      １区域

計画：40,000人

現在：23,288人

事 業 給水人口 配水管延⾧ 主要施設



《沼田市給水区域図》



 ２ʷ３ 沼田市の水道施設

  高区高架水槽（久屋原町）  低区配水池（下久屋町）

  水源（利根町高戸谷）  浄水場（下久屋町）



 ２ʷ４ 沼田市（水道事業）の沿革

※料金については、平成元年、平成９年、平成２６年、令和元年にそれぞれ消費税分の値上げあり。

平成１７年 市村合併（沼田市、利根村、白沢村の１市２村）※２村は共に簡易水道事業

令和６年 現  在

大正１４年 供用開始（沼田町：県内では高崎市に次ぐ２番目、全国でも５０番目）

昭和２９年 市制施行開始（沼田町、利南村、池田村、薄根村、川田村の１町４か村合併）

平成５年 前回料金改定（基本料金７５０円/月→８００円/月）

昭和３９年～

昭和５９年

料金改定×６回（基本料金１２０円/月→７５０円/月）

施設（浄水場）拡張工事実施



３ 水道料金のしくみ



 ３ʷ１ 料金体系（基本料金と従量料金）

     水使用の有無にかかわらず徴収
    される料金です。

※採用

     実使用水量に単価を乗じて算定
    し徴収される料金です。

※基本水量とは
  水道の目的の一つに感染症などを予防する公衆衛生があります。一般の方に積極的
 に水道を使ってもらうことを目的に、基本料金に一定分の使用量を含める料金体系の
 ことで、この基本料金に含まれている水量を「基本水量」といいます。

基本料金

従量料金

（料金） 基本水量なし

（水量）

（料金） 基本水量あり

（水量）

８㎡ 16㎡ 24㎡

８㎡ 16㎡ 24㎡

基本料金

従量料金

基本料金

従量料金



 ３ʷ２ 基本料金の種類（用途別と口径別）

  水使用の用途（負担力）に応じて
 価格差を設ける方法です。
 ※一般用、営業用、浴場用など

  メーター口径を基準に価格差を
 設ける方法です。
  口径が大きいほど一度に多くの
 水量を使用可能です。
 ※口径13mm、30mmなど

用途別

口径別

（料金）

（水量）

（料金）

（水量）８㎡ 16㎡ 24㎡

８㎡ 16㎡ 24㎡

↑（営業用）

負担力･･･大

↑（一般用）

負担力･･･小

↑
口径サイズ･･･大

↑

口径サイズ･･･小



 ３ʷ３ 従量料金の種類（均一型・逓増型・逓減型）

  使用量の増加によらない、従量料金
 単価が一定の料金設定です。

  使用量の増加に伴い、従量料金単価
 が高額となる料金設定です。

  使用量の増加に伴い、従量料金単価
 が低額となる料金設定です。

均一型

逓増型

（料金）

（水量）

（料金）

（水量）

（料金）

（水量）

１立方メートルあたりの従量料金単価

均一

逓減型



 ３ʷ４ 料金算定に関する法令

○地方公営企業法第１７条の２第２項
 地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の
一般会計又は他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴
う収入をもつて充てなければならない。

○水道法第１４条第２項
 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保すること
ができる公正妥当なものであること。
○水道法施行規則第１２条
 料金が、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたもので
あること。
 料金が、水道の需要者相互の間の負担の公平性、水利用の合理性及び水道事業の安
定性を勘案して設定されたものであること。

独立採算の原則

水道料金の決定原則



４ 沼田市の水道料金



 ４ʷ１ 現行の水道料金

料金
用途

※基本料金種別・・・用途別、従量料金種別・・・均一型

一般用

営業用

浴場営業用

臨時用

水量

1立方メートルにつき 120円 ー

（税別）

10立方メートル 1,000円 120円

200立方メートル 4,900円 40円

基本料金（1か月につき） 超過料金1立方メー

トルにつき

8立方メートル 800円 120円

料金



 ４ʷ２ 水道料金計算例

【例１】一般用で２か月１６立方メートル使用した場合

【例２】一般用で２か月５０立方メートル使用した場合

【例３】営業用で２か月５０立方メートル使用した場合

合 計 5,600円

（※すべて税抜、別途メーター使用料あり）

従量料金
1～20㎥ 0円/㎥×20㎥ 0円

21㎥～50㎥ 120円/㎥×30㎥ 3,600円

合 計 5,680円

区 分 料金/2月

基本料金 2,000円

区 分 料金/2月

基本料金 1,600円

従量料金
1～16㎥ 0円/㎥×16㎥ 0円

17㎥～50㎥ 120円/㎥×34㎥ 4,080円

料金/2月
1,600円

0円

0円

合 計 1,600円

従量料金
1～16㎥

17㎥～

0円/㎥×16㎥

120円/㎥×0㎥

区 分
基本料金



 ４ʷ３ 県内他市との料金比較
 ※各市町村とも一般家庭用（口径13mm）で1ヶ月に20㎥を使用した場合で算定（消費税込） (単位：円)

 本市の料金水準は、全国平均を８０７円、県内平均を４４円下回っており、

 県内他市との比較では、平均的な水準となっています。



５ 財政収支見通し



 ５ʷ１ 使用水量と水道料金収入の推移

○使用水量の減少に伴い、給水収益は平成27年度から令和３年度実績では、約8%（約2,500
 万円）減少しています。

○令和3年度実績から令和15年度予測では、約19%（約6,400万円）減少する見通しです。

 ※R4・R5の給水収益の落ち込みは、新型コロナ経済対策による基本料金減免によるもの。
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 ５ʷ２ 給水人口の推移

○使用水量の減少は、給水人口（使用者）の減少が大きな要因となっています。
○今後も給水人口の減少が見込まれるため、経営状況は年々厳しくなることが予想されます。

（人口減少→水需要減少→料金収入減少→経営状況悪化）
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【水道施設を維持するためにかかる費用】

※H27年度の沼田市の給水人口を１００人とし、今後の人口増減見通しを当てはめたものです。
※維持管理費用「100万円」は仮数値であり、実際の改修(見込)費用とは異なります。

給水人口減少が与える影響（一人あたり負担額の例）

平成27年 令和6年 令和15年

１００万円 １００万円 １００万円

１００人 ８８人 ７７人

１０，０００円/人 １１，３６３円/人 １２，９８７円/人



 ５ʷ３ 収益的収支の見通し

  見込数値は、昨年度に作成した経営戦略によるものであり、令和１２年度までは黒字決算
 を維持できるが、令和１３年度より浄水場更新に伴う資本費（減価償却費及び起債利子）の

 発生により赤字決算となる。



６ 沼田市水道事業の課題



 ６ʷ１ 時代の移り変わりへの対応

 現在は、水道普及率も向上したことから、拡張の時代から維持管理への時代へ移り変わろう
としており、沼田市のみならず、全国的に同じ状況となっています。

拡張の時代 維持管理の時代

・人口増加

・水需要増加

・補助金活用

・管路延伸

・普及率向上 等

・人口減少

・水需要減少

・更新財源確保

・管路更新

・耐震化対策 等



○既に耐用年数を超過している管路が全体の28.4％（約48km）存在し、今後も老朽化が
 進み、超過割合は増加することが見込まれています。
○現在は限られた財源の中で、年間管路更新率約0.3%のペースで新しい配管への布設替

 を行っている状況です。

 沼田市の水道管路状況（配水管）

（km）

（年度）

既に更新

時期を迎

えている

今後更新

時期を迎

える



出典：厚生労働省HP公表資料等

老朽化や地震被害による水道管の事故（例）

老朽化した水道管を放置する

と大きな漏水事故につながり

やすくなります。



沼田市水道事業が直面している問題点

問題点

状況

結果

対応策

人口減少

使用水量

の減少

料金収入

の減少

料金

値上げ

施設･管路の

老朽化

故障･漏水

断水

計画的な

更新工事

対策を講じないと

収入 費用

収支バランスが崩れ、

経営状況悪化



 ６ʷ２ 事業継続運営における課題
 
 沼田市水道事業においては、人口減少に伴う料金収入の減少が見込まれる中、浄水場施設の
更新を控えており、減価償却の始まる令和１３年頃からは大幅な赤字決算が見込まれている。
 安全で安心した水道水の供給を続けるための施設更新・維持管理を行っていくためには、
安定した経営状況（黒字経営）を維持していく必要があります。

 このまま対策を講じないとこんな問題が・・・

 ☑施設更新財源の不足 ☑漏水や断水の増加 ☑借金依存による将来世代への負担増 等

（単位：千円）

この部分の赤字の幅を下げ、補てんする

ためにも早めの対策（早期の料金見直し

による純利益の確保）が必要！


